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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の液体組成物および第２の液体組成物を含む二液消毒薬のキットであって、該第１
の液体組成物は０．０００５重量ｐｐｍから１０００００重量ｐｐｍの遷移金属または合
金およびアルコールを含み、該第２の液体組成物は水およびペルオキシゲン化合物を含み
、該第１および第２の液体組成物は組み合わされて消毒薬溶液が得られるように調合され
る、二液消毒薬のキット。
【請求項２】
　前記第１の液体組成物が水を含む、請求項１に記載のキット。
【請求項３】
　前記アルコールが、前記第１の液体組成物中に０．０５重量％から８０重量％存在する
、請求項１に記載のキット。
【請求項４】
　前記アルコールが、前記第１の液体組成物中に０．１重量％から５０重量％存在する、
請求項１に記載のキット。
【請求項５】
　前記アルコールがＣ１～Ｃ２４アルコールであり、そして、メタノール、エタノール、
プロパノール、ブタノール、ペンタノール、およびそれらの混合物からなる群から選択さ
れる、請求項１に記載のキット。
【請求項６】
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　前記アルコールがＣ１～Ｃ２４アルコールであり、そして多価アルコールである、請求
項１に記載のキット。
【請求項７】
　前記多価アルコールがアルコール基を２個含む、請求項６に記載のキット。
【請求項８】
　前記遷移金属またはその合金がＸ族からＸＩ族の遷移金属またはその合金である、請求
項１に記載のキット。
【請求項９】
　前記遷移金属またはその合金が、ルテニウム、ロジウム、オスミウム、イリジウム、パ
ラジウム、白金、銅、金、銀、マンガン、亜鉛、それらの合金、およびそれらの混合物か
らなる群から選択される、請求項１に記載のキット。
【請求項１０】
　前記遷移金属またはその合金がコロイド状の遷移金属またはその合金である、請求項１
に記載のキット。
【請求項１１】
　前記コロイド状の遷移金属またはその合金がコロイド銀である、請求項１０に記載のキ
ット。
【請求項１２】
　前記コロイド状の遷移金属またはその合金が０．００１μｍから１．０μｍの平均粒子
径を有する、請求項１０に記載のキット。
【請求項１３】
　前記ペルオキシゲンが、ペルオキシギ酸、ペルオキシ酢酸、ペルオキシシュウ酸、ペル
オキシプロパン酸、過乳酸、ペルオキシブタン酸、ペルオキシペンタン酸、ペルオキシヘ
キサン酸、ペルオキシアジピン酸、ペルオキシクエン酸、ペルオキシ安息香酸、およびそ
れらの混合物からなる群から選択される過酸を含む、請求項１に記載のキット。
【請求項１４】
　前記ペルオキシゲンが、前記第２の液体組成物中に０．００１重量％から８０．０重量
％存在する、請求項１に記載のキット。
【請求項１５】
　前記ペルオキシゲンが、前記第２の液体組成物中に０．０５重量％から１５重量％存在
する、請求項１に記載のキット。
【請求項１６】
　前記ペルオキシゲンが、前記得られた消毒薬溶液中に０．０１重量％から１０重量％存
在する、請求項１に記載のキット。
【請求項１７】
　前記ペルオキシゲンが過酸化物である、請求項１に記載のキット。
【請求項１８】
　前記過酸化物が過酸化水素である、請求項１７に記載のキット。
【請求項１９】
　前記過酸化物が、過酸化ナトリウム、過酸化マグネシウム、過酸化カルシウム、過酸化
バリウム、および過酸化ストロンチウム、ならびにこれらの混合物からなる群から選択さ
れる金属過酸化物である、請求項１７に記載のキット。
【請求項２０】
　前記過酸化物が過酸化水素化物である、請求項１７に記載のキット。
【請求項２１】
　前記ペルオキシゲンが過酸および過酸化物を含む、請求項１に記載のキット。
【請求項２２】
　前記消毒薬溶液が、アルデヒド、塩素含有組成物および臭素含有組成物、ヨードフォア
含有組成物、フェノール含有組成物、および４級アンモニウム含有組成物を実質的に含ま
ない、請求項１に記載のキット。
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【請求項２３】
　前記第１の液体組成物および前記第２の液体組成物が濃縮された形態であり、該組成物
が、使用に備えて該第１の液体組成物、該第２の液体組成物、および前記得られた液体溶
液の少なくとも１つに添加されるさらなる水を収容するように調合されている、請求項１
に記載のキット。
【請求項２４】
　請求項１～２３のいずれか一項に記載の消毒薬溶液を表面と接触させることにより、該
表面を消毒するステップを含み、該表面はヒトの表面ではない、表面を消毒する方法。
【請求項２５】
　前記接触ステップが、前記得られた消毒薬溶液が形成された後に起こる、請求項２４に
記載の方法。
【請求項２６】
　前記接触ステップが、前記得られた消毒薬溶液が前記表面と接触している間に形成され
るように、前記第１の液体組成物および前記第２の液体組成物が該表面と接触することに
よって起こる、請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　表面において消毒し、残留による死滅をもたらす方法であって、
　該表面を、請求項１～２３のいずれか一項に記載の消毒薬溶液と接触させるステップ
　を含み、
　乾燥後、該消毒薬溶液の残留成分が表面上に残り、該表面と引き続き接触している細菌
、ウイルス、または真菌の生物体の、残留による死滅を引き起こし、該表面はヒトの表面
ではない、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（技術分野）
　本発明は、様々な表面および溶液の消毒において消費者の使用に適する消毒薬の系およ
び方法に対して作成するものである。この系は、使用に簡便、容易、かつ安全である。
【背景技術】
【０００２】
　（発明の背景）
　硬質表面の消毒薬などの消毒薬は、家庭用および専門の設定の両方において広く用いら
れている。一般に用いられている硬質表面クリーナーの一例は、Ｌｙｓｏｌ（登録商標）
消毒薬である。Ｌｙｓｏｌ（登録商標）は多くの適用に有効であるが、Ｌｙｓｏｌ（登録
商標）は、市販されているグルタルアルデヒド水溶液ほど、細菌の内生胞子のレベルを低
減するのに有効ではない。グルタルアルデヒド水溶液は消毒薬として広く用いられており
、特に医薬および歯科の設定において１重量％および２重量％の溶液で一般に入手可能で
ある。グルタルアルデヒド溶液は、高圧滅菌など他の滅菌方法によって損傷を受けやすい
、より繊細な医薬／歯科の器具に典型的に用いられている。しかし、グルタルアルデヒド
は、強力な刺激薬であり、呼吸器の感作物質でもある。実際、煙霧により個体が感作され
、それにより呼吸器の問題、頭痛、嗜眠、皮膚の変色などがもたらされているという報告
がある。グルタルアルデヒドの煙霧に関連するこれらの問題があるので、空気の質をしば
しばモニターしなければならず、好適な空気の換気装置がなければならない。結果として
、グルタルアルデヒド溶液は比較的有効な消毒薬であるが、さらにより有効な細菌死滅レ
ベルを示すことができ、同時に消毒薬を用いる個体に対してより安全である組成物を提供
するのが望ましい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　（発明の要旨）
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　消毒薬溶液を簡便かつ容易に調製するための系を提供することが望ましいと認められて
いる。これに従って、二液消毒薬系および方法を提供する。二液消毒薬系は、第１の液体
組成物および第２の液体組成物を含む。第１の液体組成物は、０．０００５重量ｐｐｍか
ら１０００００重量ｐｐｍの遷移金属または合金およびアルコールを含むことができ、第
２の液体組成物は、水およびペルオキシゲン化合物を含むことができる。第１および第２
の液体組成物は、組み合わされて消毒薬溶液が得られるように調合することができる。
【０００４】
　別の一実施形態では、表面を消毒する方法は、消毒薬組成物を形成するために、第１の
液体組成物と第２の液体組成物を混合することを含むことができる。第１の液体組成物は
、０．０００５重量ｐｐｍから１０００００重量ｐｐｍの遷移金属または合金およびアル
コールを含むことができ、第２の液体組成物は、水およびペルオキシゲン化合物を含むこ
とができる。この方法は、生成物である消毒薬を表面と接触させることにより、表面を消
毒することをさらに含む。接触は、生成物である消毒薬が形成された後に起こってよく、
または両方の部分が表面と接触した後に形成してもよい。
【０００５】
　別の実施形態では、表面において消毒し、残留による死滅をもたらす方法は、表面を、
０．００５重量ｐｐｍから５００００重量ｐｐｍの遷移金属または合金、アルコール、ペ
ルオキシゲン化合物、および水を含む消毒薬溶液と接触させることを含むことができる。
次いで、乾燥後、消毒薬溶液の残留成分が表面上に残存し、表面と引き続き接触している
細菌、ウイルス、または真菌の生物体の残留による死滅をもたらす。
【０００６】
　本発明のさらなる特徴および利点は、以下の、例示によって本発明の特徴を説明する、
発明を実施するための最良の形態から明らかになる。
　本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
　第１の液体組成物および第２の液体組成物を含む二液消毒薬系であって、該第１の液体
組成物は０．０００５重量ｐｐｍから１０００００重量ｐｐｍの遷移金属または合金およ
びアルコールを含み、該第２の液体組成物は水およびペルオキシゲン化合物を含み、該第
１および第２の液体組成物は組み合わされて消毒薬溶液が得られるように調合される、二
液消毒薬系。
（項目２）
　前記第１の液体組成物が水を含む、項目１に記載の系。
（項目３）
　前記アルコールが、前記第１の液体組成物中に約０．００５重量％から９９．９９重量
％存在する、項目１に記載の系。
（項目４）
　前記アルコールが、前記第１の液体組成物中に０．０５重量％から８０重量％存在する
、項目１に記載の系。
（項目５）
　前記アルコールが、前記第１の液体組成物中に０．１重量％から５０重量％存在する、
項目１に記載の系。
（項目６）
　前記アルコールがＣ１～Ｃ２４アルコールである、項目１に記載の系。
（項目７）
　前記Ｃ１～Ｃ２４アルコールが、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール
、ペンタノール、およびそれらの混合物からなる群から選択される、項目６に記載の系。
（項目８）
　前記Ｃ１～Ｃ２４アルコールが多価アルコールである、項目６に記載の系。
（項目９）
　前記多価アルコールがグリセロールである、項目８に記載の系。
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（項目１０）
　前記多価アルコールがアルコール基を２個含む、項目８に記載の系。
（項目１１）
　前記多価アルコールがアルコール基を３個含む、項目８に記載の系。
（項目１２）
　前記遷移金属またはその合金がＶＩ族からＸＩ族の遷移金属またはその合金である、項
目１に記載の系。
（項目１３）
　前記遷移金属またはその合金がＸ族からＸＩ族の遷移金属またはその合金である、項目
１に記載の系。
（項目１４）
　前記遷移金属またはその合金が、ルテニウム、ロジウム、オスミウム、イリジウム、パ
ラジウム、白金、銅、金、銀、マンガン、亜鉛、それらの合金、およびそれらの混合から
なる群から選択される、項目１に記載の系。
（項目１５）
　前記遷移金属またはその合金がコロイド状の遷移金属またはその合金である、項目１に
記載の系。
（項目１６）
　前記コロイド状の遷移金属またはその合金がコロイド銀である、項目１５に記載の系。
（項目１７）
　前記コロイド状の遷移金属またはその合金が０．００１μｍから１．０μｍの平均粒子
径を有する、項目１５に記載の系。
（項目１８）
　前記コロイド状の遷移金属またはその合金が０．０３０μｍから０．５μｍの平均粒子
径を有する、項目１５に記載の系。
（項目１９）
　前記遷移金属またはその合金がイオン性の遷移金属である、項目１に記載の系。
（項目２０）
　前記遷移金属またはその合金が、前記第１の液体組成物中に０．０１重量ｐｐｍから２
００００重量ｐｐｍ存在する、項目１に記載の系。
（項目２１）
　前記遷移金属またはその合金が、前記第１の液体組成物中に１重量ｐｐｍから５０００
重量ｐｐｍ存在する、項目１に記載の系。
（項目２２）
　前記遷移金属またはその合金が、前記得られた消毒薬溶液中に１５重量ｐｐｍから１５
００重量ｐｐｍ存在する、項目１に記載の系。
（項目２３）
　前記ペルオキシゲンが過酸を含む、項目１に記載の系。
（項目２４）
　前記過酸が脂肪族の過酸である、項目２３に記載の系。
（項目２５）
　前記過酸が芳香族の過酸である、項目２３に記載の系。
（項目２６）
　前記過酸が、ペルオキシギ酸、ペルオキシ酢酸、ペルオキシシュウ酸、ペルオキシプロ
パン酸、過乳酸、ペルオキシブタン酸、ペルオキシペンタン酸、ペルオキシヘキサン酸、
ペルオキシアジピン酸、ペルオキシクエン酸、ペルオキシ安息香酸、およびそれらの混合
物からなる群から選択される、項目２３に記載の系。
（項目２７）
　前記ペルオキシゲンが、前記第２の液体組成物中に０．００１重量％から８０．０重量
％存在する、項目１に記載の系。
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（項目２８）
　前記ペルオキシゲンが、前記第２の液体組成物中に０．０１重量％から３０．０重量％
存在する、項目１に記載の系。
（項目２９）
　前記ペルオキシゲンが、前記第２の液体組成物中に０．０５重量％から１５重量％存在
する、項目１に記載の系。
（項目３０）
　前記ペルオキシゲンが、前記得られた消毒薬溶液中に０．０１重量％から１０重量％存
在する、項目１に記載の系。
（項目３１）
　前記ペルオキシゲンが、前記得られた消毒薬溶液中に０．２重量％から５重量％存在す
る、項目１に記載の系。
（項目３２）
　前記ペルオキシゲンが、前記得られた消毒薬溶液中に０．３重量％から２重量％存在す
る、項目１に記載の系。
（項目３３）
　前記ペルオキシゲンが過酸化物である、項目１に記載の系。
（項目３４）
　前記過酸化物が過酸化水素である、項目３３に記載の系。
（項目３５）
　前記過酸化物が金属過酸化物である、項目３３に記載の系。
（項目３６）
　前記金属過酸化物が、過酸化ナトリウム、過酸化マグネシウム、過酸化カルシウム、過
酸化バリウム、および過酸化ストロンチウム、ならびにこれらの混合物からなる群から選
択される、項目３５に記載の系。
（項目３７）
　前記過酸化物が過酸化水素化物である、項目３３に記載の系。
（項目３８）
　前記ペルオキシゲンが過酸および過酸化物を含む、項目１に記載の系。
（項目３９）
　前記消毒薬溶液が、アルデヒド、塩素含有組成物および臭素含有組成物、ヨードフォア
含有組成物、フェノール含有組成物、および４級アンモニウム含有組成物を実質的に含ま
ない、項目１に記載の系。
（項目４０）
　前記消毒薬溶液を、水を用いて所望の濃度に希釈することができる、項目１に記載の系
。
（項目４１）
　前記第１の溶液がアルコゾルを含む、項目１に記載の系。
（項目４２）
　前記第１の液体組成物および前記第２の液体組成物が濃縮された形態であり、該組成物
が、使用に備えて該第１の液体組成物、該第２の液体組成物、および前記得られた液体溶
液の少なくとも１つに添加されるさらなる水を収容するように調合されている、項目１に
記載の系。
（項目４３）
　使用に備えて前記第１の液体組成物にさらなる水が添加される、項目４２に記載の系。
（項目４４）
　使用に備えて前記第２の液体組成物にさらなる水が添加される、項目４２に記載の系。
（項目４５）
　使用に備えて前記得られた消毒薬溶液にさらなる水が添加される、項目４２に記載の系
。
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（項目４６）
　消毒薬溶液を形成するために、第１の液体組成物と第２の液体組成物を混合するステッ
プであって、該第１の液体組成物は０．０００５重量ｐｐｍから１０００００重量ｐｐｍ
の遷移金属または合金およびアルコールを含み、該第２の液体組成物は水およびペルオキ
シゲン化合物を含む、ステップと、
　得られた消毒薬溶液を表面と接触させることにより、該表面を消毒するステップと
　を含む、表面を消毒する方法。
（項目４７）
　前記混合ステップが、さらなる水を、使用に備えて前記第１の液体組成物、前記第２の
液体組成物、および前記得られた溶液の少なくとも１つに添加することをさらに含む、項
目４６に記載の方法。
（項目４８）
　使用に備えて前記第１の液体組成物にさらなる水が添加される、項目４７に記載の方法
。
（項目４９）
　使用に備えて前記第２の液体組成物にさらなる水が添加される、項目４７に記載の方法
。
（項目５０）
　使用に備えて前記得られた消毒薬溶液にさらなる水が添加される、項目４７に記載の方
法。
（項目５１）
　前記第１の液体組成物が水を含む、項目４６に記載の方法。
（項目５２）
　前記アルコールが、第１の液体組成物中に約０．００５重量％から９９．９９重量％存
在する、項目４６に記載の方法。
（項目５３）
　前記アルコールが、第１の液体組成物中に０．１重量％から５０重量％存在する、項目
４６に記載の方法。
（項目５４）
　前記アルコールがＣ１～Ｃ２４アルコールである、項目４６に記載の方法。
（項目５５）
　前記Ｃ１～Ｃ２４アルコールが多価アルコールである、項目５４に記載の方法。
（項目５６）
　前記多価アルコールがグリセロールである、項目５５に記載の方法。
（項目５７）
　前記遷移金属またはその合金が、ルテニウム、ロジウム、オスミウム、イリジウム、パ
ラジウム、白金、銅、金、銀、マンガン、亜鉛、それらの合金、およびそれらの混合から
なる群から選択される、項目４６に記載の方法。
（項目５８）
　前記遷移金属またはその合金がコロイド状の遷移金属またはその合金である、項目４６
に記載の方法。
（項目５９）
　前記コロイド状の遷移金属またはその合金がコロイド銀である、項目５８に記載の方法
。
（項目６０）
　前記コロイド状の遷移金属またはその合金が０．０３０μｍから０．５μｍの平均粒子
径を有する、項目５９に記載の方法。
（項目６１）
　前記遷移金属またはその合金がイオン性の遷移金属である、項目４６に記載の方法。
（項目６２）
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　前記遷移金属またはその合金が、前記第１の液体組成物中に０．０１重量ｐｐｍから２
００００重量ｐｐｍ存在する、項目４６に記載の方法。
（項目６３）
　前記遷移金属またはその合金が、前記得られた消毒薬溶液中に１５重量ｐｐｍから１５
００重量ｐｐｍ存在する、項目４６に記載の方法。
（項目６４）
　前記ペルオキシゲンが過酸を含む、項目４６に記載の方法。
（項目６５）
　前記過酸が、ペルオキシギ酸、ペルオキシ酢酸、ペルオキシシュウ酸、ペルオキシプロ
パン酸、過乳酸、ペルオキシブタン酸、ペルオキシペンタン酸、ペルオキシヘキサン酸、
ペルオキシアジピン酸、ペルオキシクエン酸、ペルオキシ安息香酸、およびそれらの混合
物からなる群から選択される、項目６４に記載の方法。
（項目６６）
　前記ペルオキシゲンが、前記第２の液体組成物中に０．０１重量％から３０．０重量％
存在する、項目４６に記載の方法。
（項目６７）
　前記ペルオキシゲンが、前記得られた消毒薬溶液中に０．１重量％から１０重量％存在
する、項目４６に記載の方法。
（項目６８）
　前記ペルオキシゲンが、前記得られた消毒薬溶液中に０．２重量％から５重量％存在す
る、項目４６に記載の方法。
（項目６９）
　前記ペルオキシゲンが過酸化物である、項目４６に記載の方法。
（項目７０）
　前記ペルオキシゲンが過酸および過酸化物を含む、項目４６に記載の方法。
（項目７１）
　前記消毒薬溶液が、アルデヒド、塩素含有組成物および臭素含有組成物、ヨードフォア
含有組成物、フェノール含有組成物、および４級アンモニウム含有組成物を実質的に含ま
ない、項目４６に記載の方法。
（項目７２）
　前記第１の溶液がアルコゾルを含む、項目４６に記載の方法。
（項目７３）
　前記接触ステップが、前記得られた消毒薬溶液が形成された後に起こる、項目４６に記
載の方法。
（項目７４）
　前記接触ステップが、前記得られた消毒薬溶液が前記表面と接触している間に形成され
るように、前記第１の溶液および前記第２の溶液が該表面と接触することによって起こる
、項目４６に記載の方法。
（項目７５）
　表面において消毒し、残留による死滅をもたらす方法であって、
　該表面を、０．０００５重量ｐｐｍから５００００重量ｐｐｍの遷移金属または合金、
アルコール、ペルオキシゲン化合物、および水を含む消毒薬溶液と接触させるステップ
　を含み、
　乾燥後、該消毒薬溶液の残留成分が表面上に残り、該表面と引き続き接触している細菌
、ウイルス、または真菌の生物体の、残留による死滅を引き起こす、方法。
（項目７６）
　前記アルコールが、前記消毒薬溶液中に約０．００５重量％から９９．９９重量％存在
する、項目７５に記載の方法。
（項目７７）
　前記アルコールが、前記消毒薬溶液中に０．１重量％から５０重量％存在する、項目７
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５に記載の方法。
（項目７８）
　前記アルコールがＣ１～Ｃ２４アルコールである、項目７５に記載の方法。
（項目７９）
　前記アルコールが多価アルコールである、項目７５に記載の方法。
（項目８０）
　前記遷移金属またはその合金が、ルテニウム、ロジウム、オスミウム、イリジウム、パ
ラジウム、白金、銅、金、銀、マンガン、亜鉛、それらの合金、およびそれらの混合物か
らなる群から選択される、項目７５に記載の方法。
（項目８１）
　前記遷移金属またはその合金がコロイド状の遷移金属またはその合金である、項目７５
に記載の方法。
（項目８２）
　前記コロイド状の遷移金属またはその合金が０．０３０μｍから０．５μｍの平均粒子
径を有する、項目８１に記載の方法。
（項目８３）
　前記遷移金属またはその合金がイオン性の遷移金属である、項目７５に記載の方法。
（項目８４）
　前記遷移金属またはその合金が、前記消毒薬溶液中に１５重量ｐｐｍから１５００重量
ｐｐｍ存在する、項目７５に記載の方法。
（項目８５）
　前記ペルオキシゲンが、ペルオキシギ酸、ペルオキシ酢酸、ペルオキシシュウ酸、ペル
オキシプロパン酸、過乳酸、ペルオキシブタン酸、ペルオキシペンタン酸、ペルオキシヘ
キサン酸、ペルオキシアジピン酸、ペルオキシクエン酸、ペルオキシ安息香酸、およびそ
れらの混合物からなる群から選択される過酸を含む、項目７５に記載の方法。
（項目８６）
　前記ペルオキシゲンが、前記消毒薬溶液中に０．１重量％から１０重量％存在する、項
目７５に記載の方法。
（項目８７）
　前記ペルオキシゲンが過酸化物である、項目７５に記載の方法。
（項目８８）
　前記消毒薬溶液が、アルデヒド、塩素含有組成物および臭素含有組成物、ヨードフォア
含有組成物、フェノール含有組成物、および４級アンモニウム含有組成物を実質的に含ま
ない、項目７５に記載の方法。
（項目８９）
　二液系を用いて前記消毒薬溶液を調製する、項目７５に記載の方法。
（項目９０）
　個々の成分を直接混合することによって前記消毒薬溶液を調製する、項目７５に記載の
方法。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　（好ましい実施形態の詳細な説明）
　次に、実施形態を例示するために参照を設け、本明細書において特定の用語を用いて同
一物を記載する。それでも、それによって本発明の範囲を限定しようとするものではない
ことが理解されよう。本明細書に例示する本発明の特徴の変更およびさらなる改変、なら
びに本明細書に例示する本発明の原理のさらなる適用は、当業者および本開示の所有を有
する者に生じ、本発明の範囲内とみなすべきである。本明細書で用いる述語は、特定の実
施形態だけを記載する目的で用いることも理解されたい。用語は、そのように特定されな
ければ、限定的であることを意図するものではない。
【０００８】
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　本明細書および添付の特許請求の範囲で用いられる、単数形の「１つの（ａ）」、「１
つの（ａｎ）」、および「その（ｔｈｅ）」は、内容が他のものを明らかに指示しなけれ
ば、複数の対象物を含むことに留意すべきである。
【０００９】
　本発明の組成物に関して用いる場合の「食品グレード」の語は、一般に安全と認められ
ているレベルを超えて消費されたときに、哺乳動物に対して有害または毒性であるとみな
される成分を実質的に含まない組成物を意味する。
【００１０】
　一般的に、殺菌剤、滅菌剤、および消毒薬は同じ目的に対して、すなわち細菌および／
またはウイルスなどを死滅させるために用いられ、滅菌組成物は消毒薬に比べて大きい死
滅レベルを示し、消毒薬は、ひいては殺菌剤よりも良好な死滅レベルを有する。これはつ
まり、ほとんどの適用は、殺菌剤または消毒薬レベルの細菌／ウイルスの低減を必要とす
るにすぎないが、他の適用は滅菌剤の使用の恩恵をかなり受けるということである。便宜
上、本開示においては「消毒薬」の語を一般的に用い、文脈が他の方法で指示しなければ
「消毒薬」は、殺菌剤、消毒薬、および滅菌剤を含む。
【００１１】
　「溶液」の語は、また、本明細書を通して、本発明の消毒薬組成物を記述するために用
いられる。しかし、これら「溶液」は、コロイド状の遷移金属を含むことができるので、
これら組成物は、分散液または懸濁液としても記載することができる。連続相は典型的に
は溶液であり、遷移金属はイオンおよび／またはコロイドの形態で存在することができる
ので、便宜上、これら組成物は、本明細書では典型的に「溶液」と呼ばれる。さらに、消
毒薬溶液を「生成物である消毒薬溶液」と呼ぶことがある。これは、消毒薬溶液が、本明
細書に記載する二液系の混合の生成物であることを明らかに規定するためである。これは
つまり、「消毒薬溶液」および「生成物である消毒薬溶液」の語は、本明細書では交換可
能に用いられ得るということである。
【００１２】
　本発明の消毒薬組成物に関して「実質的に含まない」の語を用いる場合、特定の化合物
または組成物が完全に非存在である、または殆んど完全に非存在であることを意味する。
例えば、組成物が実質的にアルデヒドを含まないと言う場合、組成物にアルデヒドがない
、または組成物にわずかに痕跡量のアルデヒドがある、のいずれかである。
【００１３】
　「ペルオキシゲン」の語は、二原子酸素（Ｏ－Ｏ）結合を含むあらゆる化合物を意味す
る。二原子酸素結合、特に２価のＯ－Ｏ結合は、容易に切断でき、それによってそれを含
む化合物が強力な酸化剤として作用するのを可能にしている。ペルオキシゲン化合物のク
ラスの非限定的な例には、過酸、過酸塩、および過酸化水素などの過酸化物が含まれる。
【００１４】
　「合金」の語に言及する場合、個々のコロイドまたは金属の粒子が、多数の金属の複合
物の形態におけることができ、または合金は別々の粒子としての多数の金属の共分散も含
むことができる。
【００１５】
　「アルコゾル（ａｌｃｏｓｏｌ）」の語は、アルコールおよびコロイド状の金属（例え
ば、コロイド銀）の溶液を意味する、技術の語である。いくつかのアルコゾルは、アルコ
ールおよびコロイド状の金属の他にいくらかの量の水を含むことがある。同様に、「ヒド
ロゾル」の語は、水およびコロイド状の金属（例えば、コロイド銀）の溶液を意味する技
術の語である。
【００１６】
　本発明の系に言及する場合の「二液」の語は、２液だけを有する系に限定されない。例
えば、系は濃縮物であってよく、したがって、実際には三液系、例えば、第１液が遷移金
属およびアルコールを含み、第２液がペルオキシゲンおよび水を含み、第１液、第２液お
よび／または生成物である消毒薬溶液を希釈するための希釈用の溶媒の第３液であってよ
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い）。希釈用の溶媒の非限定的な例には、水、アルコール、またはそれらの組合せが含ま
れる。希釈用の溶媒がアルコールである場合は、系の第１「液」に存在するのと同じアル
コールまたはアルコールの混合物と同じであることができるが同じである必要はない。し
たがって、「二液」は、本明細書では状況が他の方法で指示をしなければ、少なくとも２
液を意味すると、とりわけ定義される。
【００１７】
　濃度、寸法、量、および他の数値データは、本明細書では範囲の書式で示されることが
ある。このような範囲の書式は、単に便宜上および簡潔さのために用いられるものであり
、範囲の限度として明確に列挙される数値だけを含むのではなく、各数値および部分範囲
が明確に引用されるようにその範囲内に包含される個々の数値または部分範囲もすべて含
むと柔軟に解釈すべきである。例えば、約１重量％から約２０重量％の重量比の範囲は、
１重量％および約２０重量％の明確に列挙される限界だけを含むのではなく、２重量％、
１１重量％、１４重量％などの個々の重量、および１０重量％から２０重量％、５重量％
から１５重量％などの部分範囲も含むと解釈すべきである。これに従って、二液消毒薬系
は、第１の液体組成物および第２の液体組成物を含むことができる。第１の液体組成物は
、０．０００５重量ｐｐｍから１０００００重量ｐｐｍの遷移金属または合金およびアル
コールを含むことができ、第２の液体組成物は水およびペルオキシゲン化合物を含むこと
ができる。第１および第２の液体組成物は、組み合わさって生成物である消毒薬溶液が得
られるように調合することができる。
【００１８】
　別の実施形態では、表面を消毒する方法は、生成物である消毒薬組成物を形成するため
に、第１の液体組成物と第２の液体組成物を混合することを含むことができる。第１の液
体組成物は、０．０００５重量ｐｐｍから１０００００重量ｐｐｍの遷移金属または合金
およびアルコールを含むことができ、第２の液体組成物は水およびペルオキシゲン化合物
を含むことができる。この方法は、生成物である消毒薬を表面と接触させることにより、
表面を消毒することをさらに含む。接触は、生成物である消毒薬が形成された後に起こっ
てよく、または両方の部分が表面と接触した後に形成してもよい。
【００１９】
　これらの実施形態では、各成分の濃度が、第１または第２の液体組成物、または生成物
である消毒薬溶液における濃度の状況において記載され得ることに注目すべきである。量
は典型的には系の他の部分によって希釈されるので、第１または第２の液体組成物におけ
る化合物の濃度は、第１または第２の液体組成物よりも生成物である消毒薬溶液における
方が通常低い。これはつまり、二液系の他の部分における成分に依存して必ずしもそうで
あるとは限らない。
【００２０】
　本発明の実施形態では、アルコールは、第１の液体組成物において約０．００５重量％
から９９．９９重量％存在することができ、範囲の上端は８０重量％または５０重量％に
改変することができ、範囲の下端は０．０５重量％または０．０１重量％に改変すること
ができる。これはつまり、ある実施形態においては、アルコールは生成物である消毒薬溶
液に０．００１重量％から９５重量％存在することができ、本発明の実施形態によれば、
範囲の下端は０．０５重量％または０．１重量％に改変することができ、範囲の上端は４
０重量％、３０重量％、２０重量％、または１０重量％に改変することができることも注
目されるということである。これら上限および下限のあらゆる組合せが本明細書に含まれ
る。
【００２１】
　第１の液体組成物に存在する遷移金属または合金に関しては、０．０００５重量ｐｐｍ
から１０００００重量ｐｐｍの範囲を、範囲の上端を２００００ｐｐｍまたは５０００ｐ
ｐｍに改変することができ、かつ／または範囲の下端を０．００１ｐｐｍ、０．０１ｐｐ
ｍ、または１ｐｐｍに改変することができる。生成物である消毒薬溶液は、一方、０．０
０１ｐｐｍから５００００重量ｐｐｍの遷移金属またはその合金を含むことができる。こ
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の範囲は、例えば、範囲の上端を１００００ｐｐｍ、５０００ｐｐｍ、または１５００ｐ
ｐｍに、範囲の下端を０．１、１、または１５ｐｐｍに改変することができる。これら上
限および下限のあらゆる組合せが本明細書に含まれる。
【００２２】
　第２の液体組成物に関して、水およびペルオキシゲン化合物は様々な比率で存在するこ
とができる。例えば、ペルオキシゲンは、第２の液体組成物に０．００１重量％から８０
重量％存在することができ、範囲の上端は３０重量％または１５重量％に改変することが
でき、範囲の下端は０．０１重量％または０．０５重量％に改変することができる。生成
物である消毒薬溶液に関して、ペルオキシゲン含量は、例えば、０．０１重量％から２０
重量％であることができ、範囲の上端は１０重量％、５重量％、または２重量％に改変可
能であり、範囲の下端は０．０１重量％、０．２重量％、または０．３重量％に改変可能
である。繰り返すが、これら上限および下限のあらゆる組合せが本明細書に含まれる。
【００２３】
　これらの範囲は例示にすぎず、当業者であれば、アルコールのタイプ（多価、食品グレ
ード、混合物など）、ペルオキシゲンのタイプ（過酸化物、過酸、過酸化物／過酸の組合
せなど）、および金属のタイプ（イオン、コロイド、合金など）などを考慮して、これら
の範囲を特定の適用に対して改変することができる。
【００２４】
　系の２つの液体組成物が消毒薬溶液の所望の使用の直前まで分離したままである限り、
系および方法を、当業者には知られているあらゆる様式で調合し、包装することができる
。一実施形態では、系の２つの液体組成物は、ビン、広口ビン、袋、ディスペンサーなど
、別々の容器に収めることができる。本発明の一態様では、消毒薬溶液が２つの液体組成
物だけから作成され得るように、系を構成し、液体組成物を調合することができる。本発
明の別の一態様では、系の２つの液体組成物を、水または他の希釈用の溶媒で所望の消毒
薬の効力に希釈することができる消毒薬溶液の濃度を提供するように調合することができ
る。
【００２５】
　本発明の別の一実施形態では、系の２つの液体組成物を、単一の容器の別々のコンパー
トメントに配置することができる。例えば、系は、２つのコンパートメントの容器を含む
ことができ、各コンパートメントは、コンパートメントにおいて液体組成物を抽出するた
めの別々の抽出チューブを有する。一態様では、容器は、２つの抽出チューブに接続され
ているスプレーノズルを含むことができる。２つの液体組成物は、スプレーノズル内の混
合チャンバーに抽出チューブを引き上げられていてよく、次いでノズルから吐出され、表
面上が消毒される。この実施形態では、消毒薬溶液は、混合チャンバー内で効果的に小バ
ッチになされ、２つの液体組成物を組み合わせた直後に使用するために吐出される。
【００２６】
　系は簡便であり、使用および包装に容易であり、有効期間が長い。典型的には、ペルオ
キシゲン化合物を含む消毒薬組成物は他の薬剤と組み合わせた場合にかなり速やかに分解
され、したがって、これらの有効期間は望ましくなく短くなる。本発明は、使用直前まで
、ペルオキシゲン化合物を消毒薬溶液の残りの部分から分離して維持する系を提供する。
このような系の配置により、消毒薬溶液の有効期間は効果的に長くなっている。これは、
系の液体を、貯蔵、輸送、および保管寿命の終点が相当であり得る小売および大量販売の
商売において販売しようとする場合に特に有用である。
【００２７】
　一実施形態では、消毒薬溶液、およびしたがって二液系の２つの液体組成物は、食品グ
レードまたは食品に安全である成分だけを含むことができる。例えば、必要とされるわけ
ではないが、組成物は、多くの市販の表面清浄剤に一般に存在する消毒薬成分を実質的に
含まなくてもよい。消毒薬溶液から省略することができる非食品グレードの成分の例には
、それだけには限定されないが、グルタルアルデヒドなどのアルデヒド、塩素ベースの消
毒薬、塩素および臭素ベースの消毒薬、ヨードフォアベースの消毒薬、フェノールベース
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の消毒薬、４級アンモニウムベースの消毒薬などが含まれる。
【００２８】
　本発明の液体組成物は、有機の共溶媒、界面活性剤、賦形剤、充填剤、着色剤、他の有
効成分、他の部分に存在することがある成分などの他の成分も含むことができる。一実施
形態では、第１の液体組成物は、アルコールの他に水を含むことができる。
【００２９】
　第１の液体組成物で用いることができるアルコールの例には、それだけには限定されな
いが、炭素１から２４個を有する脂肪族アルコールおよび他の含炭素アルコール（Ｃ１～
Ｃ２４アルコール）が含まれる。「Ｃ１～Ｃ２４アルコール」は、この定義内で、分枝脂
肪族アルコール、脂環式アルコール、芳香族アルコール、不飽和アルコール、ならびに置
換されている脂肪族、脂環式、芳香族、および不飽和のアルコールなどを含めて、他の含
炭素アルコールも用いることができるので、直鎖飽和脂肪族アルコールだけを必ずしも意
味するものではないことに注目すべきである。一実施形態では、脂肪族アルコールは、そ
れらが入手可能であり、低沸点であることから、メタノール、エタノール、プロパノール
およびイソプロパノール、ブタノール、ならびにペンタノールを含めた、Ｃ１からＣ５ア
ルコールであることができる。これはつまり、多価アルコールは、また、本発明の消毒薬
溶液の消毒薬および滅菌剤の効力を増強するのに有効に用いることができ、ある程度の付
加の安定性をもたらすことができるということである。本発明で用いることができる多価
アルコールの例には、それだけには限定されないが、エチレングリコール（エタン－１，
２－ジオール）グリセリン（すなわちグリセロール、プロパン－１，２，３－トリオール
）、およびプロパン－１，２－ジオールが含まれる。それだけには限定されないが、フェ
ノールおよび置換されているフェノール、エルシルアルコール、リシノリルアルコール、
アラキジルアルコール、カプリルアルコール、カプリックアルコール、ベヘニルアルコー
ル、ラウリルアルコール（１－ドデカノール）、ミリスチルアルコール（１－テトラデカ
ノール）、セチル（すなわちパルミチル）アルコール（１－ヘキサデカノール）、ステア
リルアルコール（１－オクタデカノール）、イソステアリルアルコール、オレイルアルコ
ール（シス－９－オクタデセン－１－オール）、パルミトレイルアルコール、リノレイル
アルコール（９Ｚ，１２Ｚ－オクタデカジエン－１－オール）、エライジルアルコール（
９Ｅ－オクタデセン－１－オール）、エライドリノレイルアルコール（９Ｅ，１２Ｅ－オ
クタデカジエン－１－オール）、リノレニルアルコール（９Ｚ，１２Ｚ，１５Ｚ－オクタ
デカトリエン－１－オール）、エライドリノレニルアルコール（９Ｅ，１２Ｅ，１５Ｅ－
オクタデカトリエン－１－オール）、それらの組合せなどを含めた他の非脂肪族アルコー
ルも用いることができる。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、実用を考慮するとメタノール、エタノール、ならびに変性ア
ルコール（エタノール、および少量のメタノール、および任意選択で微量のベンゼン、ケ
トン、酢酸塩などの混合物）が、その入手可能性および費用により用いるのが好ましいこ
とがしばしばある。いくつかの実施形態ではグリセロールも好ましいことがある。食品グ
レードの組成物を提供するのが望ましい場合は、この要件を満たすアルコールを選択する
ことができる。用いるアルコールの量を考慮すると、当業者であれば上記に記載した範囲
内に留まることができ、または特定の適用のために、使用のために選択されたアルコール
が多価であるか、アルコールが食品グレードであるか、アルコールの混合物であるかなど
のことがらを考慮してこれらの範囲を改変することができる。
【００３１】
　第１の液体組成物に、および最終的に消毒薬溶液に存在する遷移金属に関しては、金属
はイオンの形態（例えば、解離した金属塩、元素金属からの金属イオンなど）および／ま
たはコロイドの形態であることができる。詳しい一実施形態では、遷移金属はサブミクロ
ンの形態（すなわち、１μｍ未満の金属コロイド粒子の分散物）であることができる。し
かし、より大型のコロイド状の遷移金属粒子も、ある適用において用いることができる。
使用に望ましい典型的な遷移金属には、ＶＩ族からＸＩ族の遷移金属が含まれ、より好ま
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しくはＸ族からＸＩ族の遷移金属が含まれ得る。ＶＩ族からＸＩ族の金属の少なくとも１
つの金属を含む合金も用いることができる。以下の実施例で示すように、いくつかの合金
は、本発明の消毒薬の効力を増強または増大することができる。これら金属のあらゆるも
のは、典型的にはペルオキシゲンの存在下で対応する陽イオンに酸化されることが認めら
れる。しかし、コロイド金属では、典型的には、表面は通常このような酸化をより受けや
すい。さらに、コロイド金属をコロイド溶液に分散する場合、懸濁溶液にも存在するイオ
ンまたは塩の形態のある量の金属がしばしば存在する。例えば、コロイド銀は、溶液中に
、あるパーセント値の銀塩またはイオン性の銀を含むことがあり、例えば、１０重量％か
ら９０重量％の金属含量は全金属含量に対してイオン性であることができる。これはつま
り、本発明の実施形態に従って使用するのに好ましいある種の金属は、ルテニウム、ロジ
ウム、オスミウム、イリジウム、パラジウム、白金、銅、金、銀、マンガン、亜鉛、これ
らの合金、およびこれらの混合物であるということである。銀が最も好ましいことが多い
が、金属の選択は、ある程度、適用、望ましい、または必要とされる死滅のレベル、標的
とされる病原体のタイプ、清浄にする基質などに依存することができる。
【００３２】
　これらの実施形態のあらゆるものは、合金の使用の恩恵もしばしば受けることができる
ことも注目される。例えば、合金における金属のある組合せは、特定の病原体に対する許
容できる死滅レベルを提供することがあり、溶液の安定性、清浄にすべき基質などの二次
的考察にいっそう関連する利点も提供する。本発明で用いるための遷移金属の合金の好ま
しい例には、それだけには限定されないが、銅－銀合金、銀－マグネシウム合金、鉄－銅
合金、クロム－銀合金、金－銀合金、マグネシウム－銀合金などが含まれる。
【００３３】
　第１の液体組成物で用いることができる例示のコロイド銀には、ＣＳ　Ｐｌｕｓおよび
ＣＳ　Ｕｌｔｒａの商品名のもとにＳｏｌｕｔｉｏｎｓ　ＩＥ社が販売しているものが含
まれる。銀の供給源として用いることができる他のコロイド銀製品には、ＡＳＡＰ、Ｓｏ
ｖｅｒｅｉｇｎ　Ｓｉｌｖｅｒ、Ｓｉｌｖｅｒ　Ｍａｘなどが含まれる。一実施形態では
、本発明で用いられるコロイド粒子は、０．００１μｍから１．０μｍの範囲の粒子径を
有することができる。別の一実施形態では、コロイドの遷移金属粒子は０．０３０μｍか
ら０．５μｍの範囲のサイズを有することができる。なお別の一実施形態では、平均粒子
径は０．３５μｍから０．４５μｍまでである。イオンの形態で用いる場合は、好ましい
銀塩には、それだけには限定されないが、硝酸銀、酢酸銀、クエン酸銀、酸化銀、および
／または炭酸銀が含まれる。本発明の製剤で用いるのに機能的である多くのコロイド銀溶
液またはイオン性の銀の溶液を用いることができるが、一実施形態では、他の成分と混合
される、コロイド状および／またはイオン性の銀のための懸濁媒体として、ＲＯ水を用い
るのが望ましいことがある。より詳しい一態様では、ＲＯ水を蒸留することもでき、１８
～２０ＭΩの水を得ることができるが、これは必須ではない。
【００３４】
　第２の液体組成物、および最終的に消毒薬溶液のペルオキシゲン成分は、単一の化合物
でもよく、または多数のペルオキシゲン化合物の組合せでもよく、またはペルオキシゲン
形成性の化合物でもよい。一実施形態では、ペルオキシゲンは、本発明の実施形態による
消毒薬の目的に機能的である、あらゆる脂肪族または芳香族の過酸（すなわちペルオキシ
酸）であってよい。あらゆる機能的なペルオキシ酸を用いることができるが、炭素１から
７個を含むペルオキシ酸が、用いるのに最も実用的である。これらペルオキシ酸には、そ
れだけには限定されないが、ペルオキシギ酸、ペルオキシ酢酸、ペルオキシシュウ酸、ペ
ルオキシプロパン酸、過乳酸（ｐｅｒｌａｃｔｉｃ　ａｃｉｄ）、ペルオキシブタン酸、
ペルオキシペンタン酸、ペルオキシヘキサン酸、ペルオキシアジピン酸、ペルオキシクエ
ン酸、および／またはペルオキシ安息香酸が含まれ得る。本発明で用いるペルオキシ酸は
、当技術分野では知られているあらゆる方法を用いて調製することができる。ペルオキシ
酸を酸と過酸化水素とから調製する場合、得られる混合物は、ペルオキシ酸と調製された
形態である対応する酸との両方を含む。例えば、ペルオキシ酢酸を利用する実施形態では
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、以下のように、反応が酸、過酸化水素と、過酸および水との間で平衡であるので、関連
の酸（酢酸）の存在が混合物に安定性をもたらす。
【００３５】
【化１】

　上記に列挙した過酸の塩などの過酸塩も、消毒薬溶液のペルオキシゲン成分として含ま
れ得る。このような塩の非限定的な例には、過マンガン酸塩、過ホウ酸塩、過塩素酸塩、
過酢酸塩、過炭酸塩、過硫酸塩などが含まれる。塩は、単独で用いてもよく、または相互
に、もしくは本発明のペルオキシゲン成分を形成するための他のペルオキシゲン化合物と
組み合わせて用いてもよい。
【００３６】
　別の一実施形態では、本発明のペルオキシゲン成分は過酸化物の化合物を含むことがで
きる。本発明の実施形態に従って用いるのに過酸化水素が望ましい過酸化物であるとみな
されているが、金属過酸化物および過酸化水素化物などの他の過酸化物も用いることがで
きる。用いることができる金属過酸化物には、それだけには限定されないが、過酸化ナト
リウム、過酸化マグネシウム、過酸化カルシウム、過酸化バリウム、および／または過酸
化ストロンチウムが含まれる。他の塩（例えば、過炭酸ナトリウム）は、水和の水とそっ
くりにそれと会合している過酸化水素を有し、これらは、それによってｉｎ　ｓｉｔｕで
過酸化水素を生成する、過酸化水素の供給源であるとみなすこともできる。上記に述べた
ように、過酸化物は単独で、または本発明のペルオキシゲン成分を形成するための他のペ
ルオキシゲン化合物と組み合わせて用いることもできる。一実施形態では、ペルオキシゲ
ンは過酸および過酸化物である。
【００３７】
　本発明の消毒薬溶液を、系を用いて形成した後は、あらゆる数々の接触方法を用いてあ
らゆる数々の物体を消毒するのに用いることができる。例えば、消毒薬溶液を、装置など
の物体用の液体分散水槽として、または移動性の低い物体に適用するためのスプレーとし
て用いることができる。消毒薬溶液を、局所の包帯またはうがい薬として用いることもで
きる。換言すれば、当業者には知られているあらゆる適用方法を、本発明の実施形態に従
って利用することができる。消毒薬溶液に対する他の可能な適用または使用方法には、制
限なく、液体の分散物をスプレーまたは他の適用方法を必要としないで簡単に適用するた
めに織地または織地様材料に適用するワイプとしての使用、局所の包帯としての使用、う
がい薬としての使用などが含まれる。換言すると、当業者には知られているあらゆる適用
方法を本発明の実施形態に従って利用することができる。
【００３８】
　さらに、本発明の消毒薬溶液は、一般に消毒薬と記載されているが、滅菌剤または殺菌
剤としてのその使用を含む多くの可能な適用が存在することが認められている。例えば、
制限なく、本発明の消毒薬溶液を、細菌、胞子、ウイルス、寄生生物、真菌、およびカビ
を死滅させるために用いることができる。記載するように、本組成物を、ヒトおよび他の
哺乳動物に対する全面的な安全に関連してこれらのタイプの生物体すべてに対して用いる
ことができる。
【００３９】
　本発明の消毒薬溶液の別の特徴は、これらには残留による死滅の性質があるということ
である。残留による死滅の性質は、新規に導入された生物体の増殖を防止し、または死滅
させる消毒薬溶液の能力を意味する。例えば、本発明の系によって作成された消毒薬溶液
を表面に適用する場合、これらは存在する細菌、ウイルス、および／または真菌を死滅さ
せるように働く。消毒薬溶液の残留による死滅の特徴により、溶液は、消毒薬溶液におけ
る溶媒が蒸発した後でも、表面に接触することがあるあらゆる新規に導入された病原体を
引き続き死滅させることが可能である。本発明の消毒薬溶液は、消毒薬溶液が機械的に除
去（例えば、洗浄、掻き取りなど）されない限り、長時間、接触している表面に対して残



(16) JP 5202526 B2 2013.6.5

10

20

30

40

50

留による死滅の特徴をもたらすことができる。いくつかの実施形態では、残留による死滅
は１５日またはそれを超えて続くことができる。コロイド状の金属が存在するいくつかの
場合では、コロイド金属は表面上に永久に残存することができ、長時間、抗細菌および／
または抗ウイルスの利点をもたらす。あるいは、１５日より長い時間表面上に残留による
死滅の特徴を維持するのが望ましい場合には、消毒薬溶液の追加の適用を行うことができ
る。この方法で、消毒薬溶液は、病原体に対する予防として用いることもできる。消毒薬
溶液の残留による死滅の性質は、溶液の調製の様式に関係なく存在することに注目すべき
である。換言すれば、本発明の二液消毒薬系を用いて調製された消毒薬溶液、および同じ
個々の成分各々の直接の混合を用いて調製された消毒薬溶液は、両方とも、残留による死
滅の性質を有する。あらゆる特定の理論によって拘泥するものではないが、金属含量は分
解または蒸発せずに元素の形態で表面上に残存することができるので、金属含量がこの残
留による死滅に寄与すると考えられている。
【００４０】
　消毒薬溶液は、例えばしばしば食品グレードの組成物だけを含み、非常に安全であるよ
うに調合することができるので、これら組成物を表面消毒薬としてのその使用を超えて十
分に拡張した領域において用いることができる。このような製品の範疇には、ヒトおよび
動物両方に対して局所および内部両方に適用する両方の製品が含まれる。例えば、消毒薬
溶液を、防腐薬、火傷処置、おむつかぶれ製品、および様々なスキンケア製品に用いるこ
とができる。あるいは、消毒薬溶液を、うがい薬、練り歯磨き、および歯科鋳型材料で使
用される様々な他の消毒溶液など、口の中で用いることができる。歯科鋳型は、歯科産業
において重大な疾患を広めることが知られているので、歯科鋳型でのこのような使用は、
患者の口から完成した鋳型を扱う仕事をする実験室従業員への病原体の伝播を防止または
低減することができる。やはりさらなる使用の範疇には、抗生の、および抗ウイルスの目
的の適用が含まれる。消毒薬溶液を、口および喉に適用するためのトローチ剤またはガム
中に調合することができ、経口、筋肉内、静脈内などで投与することもできる。達成する
ことができる死滅のレベルのために、食品グレードの成分のみと調合する場合でも、広範
囲の病原体およびいくつかのウイルスを内部的に死滅させることができる。あらゆる特定
の可能性によって拘泥されるものではないが、これらの組成物は、ＨＩＶ、ＳＡＲＳ、ウ
エストナイル、トリインフルエンザ、およびその他など様々なウイルスを死滅させるのに
有用であり得る。
【実施例】
【００４１】
　以下の実施例は、現在最もよく知られている本発明の実施形態を説明するものである。
しかしながら、以下のものは例示にすぎず、または本発明の原理の適用を説明するものに
すぎないことを理解されたい。当業者であれば、数々の改変および代替の組成物、方法、
ならびにシステムを、本発明の精神および範囲から逸脱することなしに考案することがで
きる。添付の特許請求の範囲は、このような改変および取り決めを網羅しようとするもの
である。したがって、本発明は、上記に詳しく記載してあるが、以下の実施例は、本発明
の最も実用的かつ好ましい実施形態であると現在みなされているものに関連してさらなる
詳細を提供するものである。
【００４２】
　（実施例１）
　二液系を用いた消毒薬溶液の調製
　二液消毒薬系を提供する。系の第１の液体組成物は、２０重量部のグリセロール、２９
．９７重量部の水、および０．０３重量部のコロイド銀（６００ｐｐｍ）の溶液を含む。
第２の液体組成物は、１．３重量部の過酢酸および４８．７重量部の水を含む。２つの成
分を、消毒薬の使用が望まれる直前まで別々に保持する。消毒薬溶液は、重量比約１：１
（第１：第２）の２つの成分を混合することによって作成して、過酢酸約１．３重量％お
よび銀約３００ｐｐｍを有する組成物を生成する。この実施形態では、系をさらに安定化
するために、３重量％未満の過酸化水素を加えることができる。この消毒薬溶液を効果的
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に用いて、様々な表面を殺菌および滅菌することができる。
【００４３】
　（実施例２）
　二液系を用いた消毒薬溶液の調製
　二液消毒薬系を提供する。系の第１の液体組成物は、約１０重量部のグリセロール、お
よび約８１重量部の銀ヒドロゾル（コロイド銀３００ｐｐｍ）の溶液を含む。系の第２の
液体組成物は、過酢酸１５重量％の水における水溶液を含む。２つの成分を、消毒薬の使
用が望まれる直前まで別々に保持する。２つの成分を重量比９１：９（第１：第２）で組
み合わせ、過酢酸１．３重量％を有する溶液をもたらす。この消毒薬溶液を効果的に用い
て、様々な表面を殺菌および滅菌することができる。生成物である消毒薬組成物全体をベ
ースにした場合、３００重量ｐｐｍ未満のコロイド銀が存在することが注目される。この
消毒薬溶液を効果的に用いて、様々な表面を殺菌および滅菌することができる。
【００４４】
　（実施例３）
　二液系を用いた消毒薬溶液の調製
　二液消毒薬系を提供する。系の液体組成物は、約１０重量部のグリセロール、および約
８７重量部の銀ヒドロゾル（コロイド銀８００ｐｐｍ）の溶液を含む。系の第２の液体組
成物は、過酢酸１５重量％の水溶液である。２つの成分を、消毒薬の使用が望まれる直前
まで別々に保持する。２つの成分を重量比約９７：３（第１：第２）で混合し、過酢酸約
０．４重量％を有する組成物をもたらすことによって消毒薬溶液を作成する。生成物であ
る消毒薬組成物全体をベースにした場合、３００重量ｐｐｍ未満のコロイド銀が存在する
ことが注目される。この消毒薬溶液を効果的に用いて、様々な表面を殺菌および滅菌する
ことができる。
【００４５】
　（実施例４）
　二液系を用いた濃縮消毒薬溶液の調製
　二液消毒薬系を提供する。系の第１の液体組成物は、銀アルコゾル（アルコール／銀３
８００ｐｐｍ）の溶液である。系の第２の液体組成物は、過酢酸１５重量％の水溶液であ
る。２つの成分を、消毒薬の使用が望まれる直前まで別々に保持し、重量比１７：１３（
第１：第２）で混合する。生成物である消毒薬溶液を、水を用いてさらに希釈してもよい
。例えば、生成物である消毒薬溶液０．６リットルを、水２．４リットルと混合して、Ｐ
ＡＡ１．３重量％を有する消毒薬溶液３リットルを生成する。この消毒薬溶液を効果的に
用いて、様々な表面を殺菌および滅菌することができる。
【００４６】
　（実施例５）
　二液系を用いた消毒薬溶液の調製
　二液消毒薬系を提供する。第１の液体組成物は、９重量部のエタノール、４０．９重量
部の水、および０．１重量部の銀（２０００重量ｐｐｍ）を含む。第２の液体組成物は、
１．３重量部のペルオキシプロパン酸および４８．７重量部の水を含む。２つの成分を、
消毒薬の使用が望まれる直前まで別々に保持する。２つの成分を重量比約１：１（第１：
第２）で混合して、ペルオキシプロパン酸約１．３重量％および銀約１０００重量ｐｐｍ
を有する組成物を生成することによって消毒薬溶液を作成する。この実施形態では、系を
さらに安定化させるために３重量％未満の過酸化水素を加えることができる。この消毒薬
溶液を効果的に用いて、様々な表面を殺菌および滅菌することができる。
【００４７】
　（実施例６）
　二液系を用いた消毒薬溶液の調製
　二液消毒薬系を提供する。第１の液体組成物は、２０重量部の変性アルコール、２９．
４５重量部の水、および０．０５重量部の銀と銅との合金（１０００ｐｐｍ）を含む。第
２の液体組成物は、３重量部の過クエン酸および４７重量部の水を含む。２つの成分を、
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消毒薬の使用が望まれる直前まで別々に保持する。２つの成分を重量比約１：１（第１：
第２）で混合して、過クエン酸約３重量％および銀約５００ｐｐｍを有する組成物を生成
することによって消毒薬溶液を作成する。この実施形態では、系をさらに安定化させるた
めに３重量％未満の過酸化水素を加えることができる。この消毒薬溶液を効果的に用いて
、様々な表面を殺菌および滅菌することができる。
【００４８】
　（実施例７）
　生成物である消毒薬溶液を用いたウシ型結核菌（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｂｏｖ
ｉｓ）の死滅時間試験
　実施例１に従って調製することができる、生成物である消毒薬溶液を用いた場合の、殺
結核菌活性を測定するために試験を行った。試験は、ＣＲＡ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａ
ｌ　Ｗｉｐｅ　Ｍｅｔｈｏｄを用いて、硬質表面に対して行った。この方法は、Ｃｈｒｉ
ｓｔｅｎｓｅｎ，　Ｒ．Ｐ．、Ｒ．Ａ．　Ｒｏｂｉｓｏｎ、Ｄ．Ｆ．　Ｒｏｂｉｎｓｏｎ
、Ｂ．Ｊ．　Ｐｌｏｅｇｅｒ、Ｒ．Ｗ．　Ｌｅａｖｉｔｔ、およびＨ．Ｌ．　ｂｏｄｉｌ
ｙ、Ａｎｔｉｍｉｃｒｏｂｉａｌ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　ｏｆ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａ
ｌ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｄｉｓｉｎｆｅｃａｎｔｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ａｂｓｅｎｃｅ　ａｎ
ｄ　Ｐｒｅｓｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｂｉｏｂｕｒｄｅｎ．、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　
Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｄｅｎｔａｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ、１１９巻、４９３～５０５
頁、１９８９年に完全に記載されている。
【００４９】
　具体的には、ウシ型結核菌（ＡＴＣＣ＃３５７４３）を含む試験懸濁液を、改変Ｐｒｏ
ｓｋａｕｅｒ－Ｂｅｃｋ培地で増殖させた標準化した培養物の懸濁液を凍結したものから
調製した。懸濁液を解凍し、氷上で、テフロン（登録商標）加工したガラス製の組織粉砕
機において、等体積のリン酸緩衝ゼラチン溶液と混合した。懸濁液を２分間ホモジナイズ
し、次いでＴｗｅｅｎ８０を０．１％含む生理食塩水（ＰＳＳ）で１：４希釈した。懸濁
液をボルテックスにかけ、試験表面に接種するのに用いるまで氷上に保持した。
【００５０】
　中和剤混合液は、５０ｍｌフラスコ中、Ｔｗｅｅｎ８０　１．０％、レシチン１．０％
、および濃縮カタラーゼ溶液５０μｌ（Ｓｉｇｍａ、Ｃ１００、４２３００単位／ｍｇ）
を含むトリプトソイブロスから構成されていた。
【００５１】
　用いたＣＲＡ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｗｉｐｅ　Ｍｅｔｈｏｄを以下に詳しく
記載する。８×１２インチ（２０．３２×３０．４８ｃｍ）片のラミネート加工したプラ
スチック製カウンターの覆いを、シリコーン接着剤で、ポリプロピレン製歯科トレイ（サ
イズＢ、Ｚｉｒｃ　Ｄｅｎｔａｌ）に固定した。蓋およびトレイを、過酸化水素ガスプラ
ズマ滅菌機によって滅菌した。試験生物懸濁液２ｍｌを、滅菌２×２インチ（５．０８×
５．０８ｃｍ）の綿を充填したガーゼスポンジで表面に適用した。表面を、バイオセーフ
ティーキャビネット中、層流下で２０～３０分乾燥させた。次いで、消毒薬（または水）
３．５ｍｌを滅菌ガーゼスポンジに適用し、これを用いて接種した試験表面を、重ね塗り
で（左から右へ２０回、その後上から下へ２０回）約１５０ｇの圧力を用いて１０秒間拭
った。３分後、中和剤５０ｍｌでトレイを溢れさせ、ポリプロピレン製滅菌ブラシで１分
間こすって生物体を除去および懸濁した。液体を回収し、生理食塩水（ＰＳＳ）で１：１
０に段階希釈した。選択した希釈チューブにおける生存生物体の数を、メンブランろ過に
よってアッセイした。１ｍｌのアリコートを２枚ずつプレーティングした。メンブランを
滅菌ＰＳＳ約１００ｍｌで洗浄し、Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉａ　７Ｈ１１寒天プレートに
移した。プレートを３７℃で約３週間インキュベートした。それぞれの上のコロニー数を
計数し、対数値での減少および死滅のパーセント値を算出した。
【００５２】
　コントロールとして、１タイターの試験懸濁液を、選択したＰＳＳ中１：１０希釈の試
験懸濁液のメンブランろ過アッセイを行うことによって算出した。中和剤９ｍｌおよび消
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毒薬１ｍｌの混合液に、１７５０ＣＦＵを含むタイターの１：１０３希釈１００μｌを接
種することによって、中和剤のコントロールを行った。これにより、チューブに１７５Ｃ
ＦＵ／ｍｌがもたらされ、これを２０分間静置した後希釈し、１ｍｌ試料２本ずつを用い
てメンブランろ過によってチューブをアッセイした。
【００５３】
　結果は以下の通りである。
【００５４】
【表１】

　タイターの結果は、ウシ型結核菌の最初の濃度は、調製した懸濁液１ｍｌあたり１．７
５×１０７ＣＦＵであったことを示していた。試験表面の接種およびその後の乾燥により
、水コントロールによって示された誘発を生成した。試験表面上に生存する桿菌の最初の
濃度（Ｓ０）は２．６３×１０５であった。これらの手順からの結果により、対数値での
減少（ＬＲ）および死滅のパーセント値（ＰＫ）の、式を用いた算出が可能になった：１
）ＬＲ＝－Ｌｏｇ（Ｓ／Ｓ０）、式中Ｓ＝消毒薬への曝露期間後の生存生物体の濃度、お
よびＳ０＝時間ゼロの生存生物体の最初の濃度。これらの値を以下表２０に示す。
【００５５】
【表２】

　中和コントロールのデータは、各試験溶液が十分に中和されていたことを示していた。
観察された計数は、タイターのデータから予測されたものと類似していた。
【００５６】
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　（実施例８）
　生成物である消毒薬溶液の殺胞子活性の死滅時間試験
　実施例１に従って調製することができる生成物である銀含有消毒薬の抗微生物活性を測
定するために試験を行った。試験生物体である枯草菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌ
ｉｓ）からの細菌の内生胞子に対して試験を行った。これは、枯草菌の内生胞子の懸濁液
を用いた標準の死滅時間の懸濁試験を行うことによって遂行された。一般的には、胞子は
通常の細菌よりも死滅させるのがずっと困難である。
【００５７】
　枯草菌（ＡＴＣＣ＃１９６５９）からの内生胞子を含む試験懸濁液を、Ｌｅｉｇｈｔｏ
ｎ－Ｄｏｉ培地中３７℃で３日間増殖させた培養液から調製した。懸濁液を６５℃で３０
分間放置して増殖型の生物体を死滅させ、次いで遠心分離して胞子をペレットにした。胞
子を滅菌ＨＰＬＣ水に再懸濁し、４℃で一夜静置した。この洗浄／静置のプロセスを、全
部で３回繰り返した。最終の胞子懸濁液を、位相差顕微鏡を用いて純度に関して試験し、
使用まで４℃で貯蔵した。
【００５８】
　９ｍｌチューブに、Ｔｗｅｅｎ８０　１２．７重量％、Ｔａｍｏｌ　６．０重量％、レ
シチン１．７重量％、ペプトン１重量％、およびシスチン１．０重量％、ならびにＴｒｉ
ｓ（ｐＨ７．８５）５００ｍＭからなる中和剤溶液も調製し、これにカタラーゼ溶液（Ｓ
ｉｇｍａ、Ｃ１００、４２３００単位／ｍｇ）１００μｌを使用直前に加えた。
【００５９】
　「死滅時間」手順は以下の通りであった：９．９ｍｌアリコートの消毒薬を、ポリプロ
ピレン製５０ｍｌ滅菌遠心分離チューブに配置した。チューブを２０℃水浴で平衡にした
。時間ゼロに、消毒薬のチューブに、胞子懸濁液１００μｌを接種した。３０秒の接触時
間の後、胞子／消毒薬懸濁液１ｍｌを中和剤９．１ｍｌに移した。チューブを十分に混和
した。２分後、中和した懸濁液を、生理食塩水（ＰＳＳ）で、生理食塩水中１：１０の段
階希釈をした。選択した希釈チューブにおける生存胞子の数を、メンブランろ過によって
アッセイした。１ｍｌのアリコートを２枚ずつプレーティングした。メンブランを約１０
０ｍｌの滅菌ＰＳＳで洗浄し、コロンビア寒天プレートに移した。プレートを３７℃で２
０時間インキュベートした。各フィルター上のコロニー数を計数し、対数値での減少およ
び死滅のパーセント値を算出した。
【００６０】
　コントロールとして、１タイターの試験懸濁液を、選択したＰＳＳ中１：１０希釈の試
験懸濁液に対してメンブランろ過アッセイを行うことによって算出した。中和剤９．１ｍ
ｌおよび消毒薬１ｍｌの混合液に、タイターの１：１×１０６希釈１００μｌを接種する
ことによって、中和剤のコントロールを行った。これによりチューブに約１３０ＣＦＵ／
ｍｌがもたらされ、これを２０分間静置した後希釈し、１ｍｌ試料２本ずつを用いてメン
ブランろ過によってアッセイした。
【００６１】
　結果は以下の通りである。
【００６２】
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【表３】

　タイターの結果は、生存可能な枯草菌胞子濃度は、もとの懸濁液１ｍｌあたり胞子１．
１１×１０１０個であることを示していた。消毒薬９．９ｍｌにこの懸濁液１００μｌを
接種すると、アッセイチューブ１ｍｌあたり１．１１×１０８個の胞子の最初の濃度をも
たらした。これらの手順からの結果により、対数値での減少（ＬＲ）および死滅のパーセ
ント値（ＰＫ）の、式を用いた算出が可能になった：１）ＬＲ＝－Ｌｏｇ（Ｓ／Ｓ０）、
式中Ｓ＝特定の接触時間後の生存生物体の濃度、およびＳ０＝時間ゼロの生存生物体の最
初の濃度；ならびに２）ＰＫ＝（１－（Ｓ／Ｓ０））×１００。これらの値を以下の表２
４に示す。
【００６３】
【表４】

　中和コントロールのデータは、中和剤はこの消毒薬を十分に中和することができたこと
を示していた。観察された計数値は予想されたものより一貫して高かった。実施例１の試
験の消毒薬溶液は、速やかかつ強力な殺胞子活性を有していた。具体的には、実施例１の
消毒薬溶液は、３０秒以内に７ｌｏｇを上回る減少を達成することができた。コントロー
ルとして、他の有効成分を何も含まない（すなわち、アルコールまたは銀含有量のない）
同じ濃度の過酢酸を用いて同じ培養物を試験した。実施例１の組成物は、幾桁も上回る死
滅レベルを示した。
【００６４】
　（実施例９）
　２．４％アルカリ性グルタルアルデヒド消毒薬を用いた殺胞子活性の死滅時間試験
　比較の目的で、試験生物である枯草菌からの細菌の内生胞子に対する、２．４％アルカ
リ性グルタルアルデヒド消毒薬の抗微生物活性を測定するために試験を行った。グルタル
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よび他の病原体を死滅させるのに病院で用いられている、一般的な消毒薬である。この試
験は、枯草菌の内生胞子の懸濁液を用いて標準の死滅時間懸濁試験を行うことによって実
行した。１５分の接触時間を評価した。
【００６５】
　枯草菌（ＡＴＣＣ＃１９６５９）からの内生胞子を含む試験懸濁液を栄養寒天上で増殖
させた培養物から調製し、これにさらなる胞子形成の増強物質を加えた。平板を滅菌水で
回収し、繰り返し遠心分離し、水に再懸濁することによって内生胞子を精製した。最終の
洗浄は、成長性の細菌をすべて確実に死滅させるために、７０重量％のエタノールで３０
分間行った。凝集を防ぐためにＴｗｅｅｎ８０　０．１重量％を含む水に胞子を再懸濁し
、使用まで４℃で貯蔵した。
【００６６】
　新たに作成したろ過滅菌した５．２８重量％の亜硫酸水素ナトリウム溶液１ｍｌからな
る中和剤を調製した。
【００６７】
　「死滅時間」の手順は以下の通りであった：９．９ｍｌアリコートの消毒薬を、滅菌ガ
ラス製培養チューブ中に配置した。チューブを２０℃水浴で平衡にした。時間ゼロに、２
．４重量％アルカリ性グルタルアルデヒド（新たに活性化したＣＩＤＥＸＰＬＵＳ、３．
４％、ロット番号２００２２４７ＴＰ－滅菌水で２．４重量％に希釈）９ｍｌの消毒薬の
チューブに、試験生物体懸濁液１００μｌを接種した。１５分後、胞子／消毒薬懸濁液１
ｍｌを中和剤９ｍｌに移した。チューブを十分に混和した。２分後、中和した懸濁液を、
生理食塩水（ＰＳＳ）で段階希釈（１：１×１０、１：１×１０２、１：１×１０３など
）した。選択した希釈のチューブにおける生存胞子の数を、メンブランろ過によってアッ
セイした。１ｍｌのアリコートを２枚ずつプレーティングした。メンブランを滅菌ＰＳＳ
約１００ｍｌで洗浄し、コロンビア寒天プレートに移した。プレートを３７℃で２０時間
インキュベートした。各フィルター上のコロニー数を計数し、対数値での減少および死滅
のパーセント値を算出した。
【００６８】
　コントロールとして、１タイターの試験懸濁液を、選択したＰＳＳ中１：１０希釈の試
験懸濁液に対してメンブランろ過アッセイを行うことによって算出した。
【００６９】
　中和剤１ｍｌおよび消毒薬１ｍｌの混合液に、タイターの１：１×１０５希釈１００μ
ｌを接種することによって、中和剤のコントロールを行った。これにより、チューブに約
４５０ＣＦＵ／ｍｌがもたらされ、これを２０分間静置した後希釈し、１ｍｌ試料２本ず
つを用いてメンブランろ過によってアッセイした。
【００７０】
　結果は以下の通りである。
【００７１】
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【表５】

　滅菌のコントロールは、グルタルアルデヒド、亜硫酸水素ナトリウム、水、ＰＳＳ、お
よびコロンビア寒天では増殖ゼロであったことを示していた。タイターの結果は、生存可
能な枯草菌胞子濃度はもとの懸濁液１ｍｌあたり胞子９．４５×１０８個であることを示
していた。消毒薬９．９ｍｌにこの懸濁液１００μｌを接種すると、アッセイチューブに
おいて１ｍｌあたり９．４５×１０６個の胞子の最初の濃度をもたらした。これらの手順
からの結果により、対数値での減少（ＬＲ）および死滅のパーセント値（ＰＫ）の、式を
用いた算出が可能になった：１）ＬＲ＝－Ｌｏｇ（Ｓ／Ｓ０）、式中Ｓ＝１時間後の生存
生物体の濃度、およびＳ０＝時間ゼロの生存生物体の最初の濃度；ならびに２）ＰＫ＝（
１－（Ｓ／Ｓ０））×１００。これらの値を以下の表２６に示す。
【００７２】
【表６】

　中和コントロールのデータは、中和剤はこの消毒薬を十分に中和することができたこと
を示していた。観察された計数値は予想したものより高かった。試験した２．４重量％ア
ルカリ性グルタルアルデヒド溶液は比較的ゆっくりとした殺胞子活性を有し、１５分で０
．４８ｌｏｇの低減しか生成せず、これは本発明の実施形態に従って調製した上記の例示
の組成物のあらゆるものが生成したものよりも著しく低かった。
【００７３】
　（実施例１０）
　Ｌｙｓｏｌ（登録商標）スプレーを用いたウシ型結核菌の死滅時間試験
　比較の目的で、ＣＲＡ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｗｉｐｅ　Ｍｅｔｈｏｄを用い
て、硬質表面に対するＬｙｓｏｌ（登録商標）スプレー消毒薬（Ｌｙｓｏｌ　Ｓｐｒａｙ
、春の滝の香り、Ｌｏｔ＃Ｂ４１９４－ＮＪ２　１４１３－Ａ３）の殺結核菌活性を測定
するために試験を行った。この方法は、Ｃｈｒｉｓｔｅｎｓｅｎ，　Ｒ．Ｐ．、Ｒ．Ａ．
　Ｒｏｂｉｓｏｎ、Ｄ．Ｆ．　Ｒｏｂｉｎｓｏｎ、Ｂ．Ｊ．　Ｐｌｏｅｇｅｒ、Ｒ．Ｗ．
　Ｌｅａｖｉｔｔ、およびＨ．Ｌ．　ｂｏｄｉｌｙ、Ａｎｔｉｍｉｃｒｏｂｉａｌ　Ａｃ
ｔｉｖｉｔｙ　ｏｆ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｄｉｓｉｎｆｅｃ
ｔａｎｔｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ａｂｓｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｐｒｅｓｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｂｉｏ
ｂｕｒｄｅｎ．、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｄｅｎｔａｌ　Ａ
ｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ、１１９巻、４９３～５０５頁、１９８９年に十分に記載されてい
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【００７４】
　具体的には、ウシ型結核菌（ＡＴＣＣ＃３５７４３）を含む試験懸濁液を、改変Ｐｒｏ
ｓｋａｕｅｒ－Ｂｅｃｋ培地で増殖させた標準化した培養物の懸濁液を凍結したものから
調製した。懸濁液を解凍し、氷上で、テフロン（登録商標）加工したガラス製の組織粉砕
機において、等体積のリン酸緩衝ゼラチン溶液と混合した。懸濁液を２分間ホモジナイズ
し、次いでＴｗｅｅｎ８０を０．１％含む生理食塩水（ＰＳＳ）で１：４に希釈した。懸
濁液をボルテックスにかけ、試験表面を接種するのに用いるまで氷上に保持した。
【００７５】
　中和剤混合液は、５０ｍｌフラスコ中、Ｔｗｅｅｎ８０　１．０％、レシチン１．０％
、および濃縮カタラーゼ溶液５０μｌ（Ｓｉｇｍａ、Ｃ１００、４２３００単位／ｍｇ）
を含むトリプトソイブロスから構成されていた。
【００７６】
　用いたＣＲＡ　ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ　Ｗｉｐｅ　Ｍｅｔｈｏｄを以下に詳しく
記載する。８×１２インチ（２０．３２×３０．４８ｃｍ）片のラミネート加工したプラ
スチック製カウンターの覆いを、シリコーン接着剤で、ポリプロピレン製歯科トレイ（サ
イズＢ、Ｚｉｒｃ　Ｄｅｎｔａｌ）に固定した。蓋およびトレイを、過酸化水素ガスプラ
ズマ滅菌機によって滅菌した。試験生物懸濁液２ｍｌを、滅菌２×２インチ（５．０８×
５．０８ｃｍ）の綿を充填したガーゼスポンジで表面に適用した。表面を、バイオセーフ
ティーキャビネット中、層流下で２０～３０分乾燥させた。次いで、消毒薬（または水）
３．５ｍｌを滅菌ガーゼスポンジに適用し、これを用いて接種した試験表面を、重ね塗り
で（左から右へ２０回、その後上から下へ２０回）約１５０ｇの圧力を用いて１０秒間拭
った。３分後、中和剤５０ｍｌでトレイを溢れさせ、ポリプロピレン製滅菌ブラシで１分
間こすって生物体を除去および懸濁した。液体を回収し、生理食塩水（ＰＳＳ）で１：１
０に段階希釈した。選択した希釈のチューブにおける生存生物体の数を、メンブランろ過
によってアッセイした。１ｍｌのアリコートを２枚ずつプレーティングした。メンブレン
を、約１００ｍｌの滅菌ＰＳＳで洗浄し、Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉａ７Ｈ１１寒天プレー
トに移した。プレートを、約３週間、３７℃でインキュベートした。各々の上のコロニー
数を計数し、対数値での減少および死滅のパーセント値を算出した。
【００７７】
　コントロールとして、試験懸濁液のタイターを、選択したＰＳＳ中１：１０希釈の試験
懸濁液のメンブランろ過アッセイを行うことによって算出した。中和剤９ｍｌおよび消毒
薬１ｍｌの混合液に、１７５０ＣＦＵを含むタイターの１：１０３希釈１００μｌを接種
することによって、中和剤コントロールを行った。これにより、チューブ中１７５ＣＦＵ
／ｍｌがもたらされ、これを２０分間静置した後希釈し、１ｍｌ試料を２本ずつ用いてメ
ンブランろ過によってチューブをアッセイした。
【００７８】
　結果は以下の通りである。
【００７９】
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【表７】

　タイターの結果は、ウシ型結核菌の最初の濃度は、調製した懸濁液１ｍｌあたり１．７
５×１０７ＣＦＵであったことを示していた。試験表面の接種およびその後の乾燥により
、水コントロールによって示された誘発を生成した。試験表面上の生存する桿菌の最初の
濃度（Ｓ０）は２．６３×１０５であった。これらの手順からの結果により、対数値での
減少（ＬＲ）および死滅のパーセント値（ＰＫ）を、式を用いて算出できた：１）ＬＲ＝
－Ｌｏｇ（Ｓ／Ｓ０）、式中Ｓ＝消毒薬への曝露期間後の生存生物体の濃度、およびＳ０

＝時間ゼロの生存生物体の最初の濃度。これらの値を以下の表１８に示す。
【００８０】
【表８】

　中和コントロールのデータは、各試験溶液が十分に中和されていたことを示していた。
観察された計数値はタイターのデータから予想されたものと類似していた。
【００８１】
　（実施例１１）
　合金を用いた死滅率の増強
　ある種の合金が枯草菌の細菌の死滅率を増強する有効性を実証するために、過酸化水素
０．５重量％、エタノール８重量％を含み、水分の残りがコロイド銀３００ｐｐｍを含む
組成物を調製した。水溶液がマンガンと銀合金の混合物を含んでいたこと（銀約３００ｐ
ｐｍおよびマンガン約７ｐｐｍ）以外は同一である組成物を用いて、類似の組成物を調製
した。死滅試験を行い、コロイド銀組成物を用いて３０秒後、枯草菌の０．１３ｌｏｇの
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低減、すなわち死滅率２５．６％がもたらされた。コロイド銀－マンガン合金組成物を用
いて死滅試験をやはり行い、３０秒後、０．２４ｌｏｇの低減、すなわち死滅４２．６％
がもたらされた。
【００８２】
　（実施例１２）
　消毒薬溶液の残存の死滅の性質
　実施例１の消毒薬溶液を記載どおりに調製する。溶液を、細菌のコロニーを含むペトリ
皿に適用する。細菌のコロニーを死滅させる。消毒薬溶液が見かけ上消失したように見え
るまで、すなわち溶媒が蒸発した後まで、消毒薬溶液をペトリ皿に残存させる。追加の消
毒薬溶液を加えないで、新規の活性の細菌のコロニーをペトリ皿上に移す。２４時間内に
、移植したコロニーは同様に死滅する。
【００８３】
　（実施例１３）
　消毒薬溶液の残存の死滅の性質
　実施例１２と同じであるが、消毒薬溶液を二液系を用いて作成しないで、成分を直接混
合したものを用いることが異なる。
【００８４】
　本発明を、ある種の好ましい実施形態を参照に記載してきたが、当業者であれば、様々
な改変、変更、省略を理解し、本発明の精神から逸脱することなしに代替を行うことがで
きる。したがって、本発明は、添付の特許請求の範囲の範囲によってのみ制限されること
が企図される。
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